
 個人情報ファイルの名称 校務支援ファイル

 行政機関等の名称 菊川市教育委員会

 個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

教育文化部学校教育課

 
個人情報ファイルの利用目的

学籍管理の効率化、成績管理、健康管理、出席管理、進路

指導、保護者との連携及び統計データの活用のため

 

記録項目

１　名簿情報（番号、氏名、性別、保護者氏名、在校兄弟

氏名、電話番号、緊急連絡先、PTA役員役職、郵便番

号、住所、生年月日、出身校、地区、部活動、委員会、

タブレット端末番号、Googleアカウント、卒業証書番

号、国籍） 

２　出欠席情報（番号、氏名、授業日数、忌引・停止、要

出席数、欠席、病気、事故、出席日数、遅刻数、早退

数、理由・備考） 

３　成績情報（番号、氏名、試験結果、教科別得点分布、

パーセンタイル、単試験個票、複数試験個票、成績推

移） 

４　生活記録情報（番号、氏名、件数、年度、学期、カテ

ゴリー、日付、記入者、コメント） 

５　通知表情報（番号、氏名、学習・行動・出欠、学習の

記録、教科別成績、全学期成績、総合的な学習の時間、

行動の記録、諸活動の記録、出欠席の記録、所見、道徳

の記録、成績及び出欠席状況一覧、） 

６　指導要録情報（番号、氏名、入学前の経歴、入学・編

入学、転入学、転学・退学） 

７　通知書情報（番号、氏名、学力調査、志望校、欠席等

の状況、評定、観点別学習状況、総合的な学習の時間、

学習の記録、特別活動の記録、行動の記録、新体力テス

トの総合得点、特記事項、諸活動の記録）

 
記録範囲

市内公立小中学校在籍児童生徒（入学（転入）から卒業

（転出）まで）

 
記録情報の収集方法

本人・保護者から提出のあった同意書、住民情報システ

ム、児童生徒学習用１人１台端末から収集した。

 要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含む（記録項目において　　　で囲んだ項目）

 記録情報の経常的提供先 －



 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）菊川市教育委員会教育文化部学校教育課

 
（所在地）〒437-1514　菊川市下平川6225番地

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－

 

個人情報ファイルの種別

þ法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 政令第21条第７項に該当

するファイル 

　　　　þ有　☐無
 

☐法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 
備　　　考



 

 
個人情報ファイルの名称 徴収金管理ファイル

 
行政機関等の名称 菊川市教育委員会

 個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称

教育文化部学校教育課

 
個人情報ファイルの利用目的

給食費や校納金の正確な請求及び収納、未納者の確認と対

応、就学援助制度の適用確認及び支給のため

 

記録項目

１ 名簿情報（学校名、学年、氏名、氏名カナ、住所、 

生年月日、在籍） 

２ 口座情報（学校名、学年、氏名、住所、銀行番号、 

口座種別、口座番号、口座名義）

 
記録範囲

市内公立小中学校在籍児童生徒（入学（転入）から卒業 

（転出）まで）
 

記録情報の収集方法
本人・保護者から提出のあった同意書、住民情報システム

から収集した。
 要配慮個人情報が含まれるとき 

は、その旨
含まない

 
記録情報の経常的提供先 －

 
開示請求等を受理する組織の名 

称及び所在地

（名 称）菊川市教育委員会教育文化部学校教育課

 
（所在地）〒437-1514 菊川市下平川 6225 番地

 
訂正及び利用停止に関する他の 

法令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 政令第 21 条第７項に該当 

するファイル 

■有 ☐無
 

☐法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 
備　　 考


